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い
ま
す
。

　

新
し
い
受
給
者
証
は
、
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
証
と
同
様
に

７
月
下
旬
に
簡
易
書
留
で
郵
送
し

ま
す
。

※
有
効
期
限
の
切
れ
た
受
給
者
証

は
、
８
月
に
な
り
ま
し
た
ら
破
棄

し
て
く
だ
さ
い
。

◉
　

受
給
者
証
を
受
け
取
っ
た
ら
、

記
載
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
社
会

保
険
な
ど
の
国
保
以
外
の
保
険
に

加
入
さ
れ
た
場
合
は
、
国
保
資
格

の
喪
失
届
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

お
近
く
の
総
合
支
所
で
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。

市
民
生
活
部

国
保
年
金
課
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国
内
の
高
等
学
校
、
高

等
専
門
学
校
、
専
修
学
校（
高
等

課
程
お
よ
び
専
門
課
程
に
限
る
）、

短
期
大
学
、
大
学（
大
学
院
を
除

く
）

表
の
と
お
り

正
規
の
修
業
期
間

内

２
人（
１
人
は
家

族
で
可
、
も
う
１
人
は
別
生
計
で

独
立
生
計
者
）

年
２
回
以
内
、

奨
学
生
名
義
の
口
座
に
振
り
込
み

ま
す
。

無
利
子
、
据
え
置

き
６
カ
月
、
10
年
以
内
均
等
返
還

年
賦
、
半
年
賦
、
月
賦
の
中
か
ら

選
択
、
奨
学
生
名
義
の
口
座
か
ら

引
き
落
と
し

次
の
全
て
の
条
件

が
当
て
は
ま
る
こ
と
。

▼
人
物
＝
市
内
に
在
住
し
、
生
計

の
基
礎
が
市
内
に
あ
り
、
心
身
と

も
に
健
康
な
人

▼
学
力
＝
最
終
学
年
の
直
近
の
成

績
が
学
年
評
定
3.5
以
上
、
ま
た

は
成
績
順
位
が
上
位
50
％
以
内

に
入
っ
て
い
る
こ
と（
ス
ポ
ー
ツ
、

芸
術
な
ど
の
卓
越
者
、
ま
た
は
特

に
向
学
心
旺
盛
で
学
校
長
が
推
薦

す
る
場
合
は
こ
れ
も
考
慮
す
る
）

▼
家
計
＝
経
済
的
理
由
に
よ
り
修

学
が
困
難
な
人

大
学

50
万
円
以
内

▼
医
学
部
、
獣
医

学
部
な
ど
＝
６
年
以
内
▼
そ
れ
以

外
＝
４
年
以
内

１
人年

１
回
、
奨

学
生
名
義
の
口
座
に
振
り
込
み
ま

す
。

無
利
子
、
据
え
置

き
３
年
以
内
、
10
年
以
内
均
等
返

還
年
賦
、
半
年
賦
、
月
賦
の
中
か

ら
選
択
、
奨
学
生
名
義
の
口
座
か

ら
引
き
落
と
し

市
内
に
在
住
し
学

資
の
支
弁
が
著
し
く
困
難
な
人

各
奨
学
金
と
も
予

算
の
範
囲
内

７
月
１
日（
火
）〜

９
月
５
日（
金
）

※
受
け
付
け
は
、
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
午
前
８
時
30
分
〜
午

後
５
時
15
分

▼
市
育
英
資
金
お
よ
び
浅
野
兄
妹

奨
学
資
金
、
上
杉
奨
学
金
の
重
複

応
募
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
日
本
学
生
支
援
機
構
な
ど
、
他

の
機
関
が
運
営
す
る
奨
学
資
金
を

借
り
て
い
る
、
ま
た
は
借
り
る
こ

と
が
決
定
し
て
い
る（
見
込
み
を

含
む
）場
合
は
貸
与
で
き
ま
せ
ん
。

▼
卒
業
、
進
学
先
、
就
職
先
を
条

件
と
し
た
返
還
免
除
制
度
は
あ
り

ま
せ
ん
。

▼
不
登
校
、
ま
た
は
奨
学
生
と
し

て
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と

き
は
、
奨
学
金
は
途
中
で
も
廃
止

し
返
還
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

奨
学
生
選
考
委
員

会
で
審
査
し
、
市
教
育
委
員
会
で

決
定
し
ま
す（
平
成
26
年
10
月
開

催
予
定
）。

❶
奨
学
生
願
書（
様

式
第
１
号
）❷
学
校
長
推
薦
書（
様

式
第
２
号
）❸
健
康
診
断
書（
任

意
様
式
。
学
校
発
行
の
も
の
で
も

可
）
❹
住
民
票
謄
本（
世
帯
全
員

の
も
の
で
本
籍
記
載
の
も
の
）❺

平
成
25
年
度
納
税
証
明
書（
世
帯

全
員
分
お
よ
び
連
帯
保
証
人
分
）

❻
平
成
25
年
中
の
世
帯
全
員
の
収

入
が
分
か
る
書
類
※
所
得
控
除
の

記
載
が
あ
る
所
得
証
明
書（
確
定

申
告
書
ま
た
は
住
民
税
申
告
書
の

写
し
、
事
業
収
入
な
ど
が
あ
る
場

合
は
収
支
内
訳
書
の
写
し
、
給
与

収
入
の
み
の
場
合
は
源
泉
徴
収
票

の
写
し
で
も
可
）

※
❶
と
❷
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

☎

　

☎

　

75
歳
以
上
お
よ
び
65
歳
以
上
で

障
害
認
定
を
受
け
て
い
る
人
に
交

付
し
て
い
る
「
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
」
の
有
効
期
限
は
７

月
31
日
ま
で
で
、
８
月
以
降
は
使

用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
７
月

下
旬
に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま

す
。

※
有
効
期
限
の
切
れ
た
被
保
険
者

証
は
、
８
月
に
な
り
ま
し
た
ら
破

棄
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
８
月

以
降
に
医
療
機
関
な
ど
で
受
診
す

る
際
は
、
新
し
い
被
保
険
者
証
を

ご
使
用
く
だ
さ
い
。

◉
　

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
人（
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
は
除

く
）に
交
付
し
て
い
る
「
国
民
健

康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
の
有
効

期
限
も
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て

　
☎◉☎☎


